
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（４７３）） 

２．日 時：平成２９年１１月２日 １３時３０分～１４時１０分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室 

４．出席者 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

宮本管理官補佐、義崎管理官補佐、皆川保安規定係長、角谷安全審査官、田

尻安全審査官 

 

事業者： 

日本原子力発電株式会社：発電管理室 警備防災グループマネージャー  

（他２名） 

 

５．要旨 

（１）原子力規制庁より、東海第二発電所に設置する緊急時対策所の設置許可基準規則

第 61 条（緊急時対策所）への適合性について説明を求め、日本原子力発電株式会

社より説明があった。原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。 

 

○ 緊急時対策所の中に設置する災害対策本部内を緊急時対策所加圧設備により加圧

することにより、緊急時対策所の居住性（基準への適合性）を説明しているが、

建屋全体を緊急時対策所と呼称していることから、どの範囲を緊急時対策所と位

置付け、基準への適合性を説明するのか整理して説明すること。 

○ 「非常時運転（緊対建屋加圧モード）」において使用している建屋空調機械室内の

設備は、現在の手順では重大事故等対処設備として位置付けるべきと考えられる

ため、設備と手順の整合を図ること。 

○ 設置変更許可申請書の補正書（添付資料八）に、緊急時対策所の居住性を確保す

るための遮蔽を図示すること。 

 

（２）日本原子力発電から、本日の指摘について了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

提出資料： 

・なし 
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